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出願に当たって

当園は，幼児の主体性を大切にした教育を行っておりますが，併せて上越教育大学に設置されている

附属園としての特別な任務ももっております。その主なものは，

・上越教育大学学部・大学院と連携し，教育の理論と実践にかかわる独自の研究を行っています。

・研究の成果を公開し，県内外の教職員の研修に供するとともに，公開日だけでなく通年にわたっ

て，参観を受け入れています。

・上越教育大学学部・大学院学生等に対する教育実習・調査等を相当期間受け入れています。

このため，活動記録としての写真撮影・録音・録画などが行われることも御承知の上，出願してくだ

さい。

１ 募集人員 ３歳児 ２４人

４歳児 若干名

５歳児 若干名

２ 出願資格

次の(1)，(2)のいずれにも該当する幼児とします。

(1) ３歳児 平成２６年４月２日から平成２７年４月１日までに生まれた者

４歳児 平成２５年４月２日から平成２６年４月１日までに生まれた者

５歳児 平成２４年４月２日から平成２５年４月１日までに生まれた者

また，３歳児及び４歳児は，原則として２～３年保育としますが，事情のある場合は，１年

保育を受け入れることがあります。なお，５歳児入園希望の方は，原則として市外からの転入

に限ります。

(2) 入園後，上越市又はその周辺の地域に保護者とともに居住し，保護者の責任において通園さ

せることが可能である者

３ 出願手続

(1) 出願書類等

① 入園願書（１号様式）

② 健康診断書（２号様式）

③ 検定料 １，６００円（(3)の検定料の払込方法により本学所定の「払込取扱票」を使用

して払い込み，「検定料受付証明書」を入園願書に貼付すること。）

(2) 出願方法

入園志願者は，出願書類を取りそろえて，直接附属幼稚園まで提出してください。

① 出願期間

平成２９年９月７日（木）～９月２９日（金）土日及び祝日は除く

受付時間は，９時から１６時まで

② 提出先

〒943-0815 上越市山屋敷町１番地

上越教育大学附属幼稚園 電話 (025)521-3697

裏面へ



(3) 検定料の払込方法

① 払込期間

平成２９年９月７日（木）～９月２９日（金）

② 払込方法（場所）

本学所定の「払込取扱票」を必ず使用し，郵便局又は銀行の受付窓口で払い込みをし

てください。

③ 留意事項

払込済（受付局日付印のあるもの）の「検定料受付証明書」を入園願書に貼付し，必

ず提出してください。貼付されていない場合は，出願を受理することができません。

４ 選考要項

(1) 選考方法

書類審査及び面接を行い，その総合判定により適格者を選びます。適格者が定員を超え

た場合は，公開抽選により合格者を決定します。

(2) 面接

平成２９年１１月１日（水）又は１１月２日（木）に附属幼稚園で面接を行います。

詳細については，出願期間終了後，郵送の書面でお知らせします。

(3) 抽選日

平成２９年１１月１０日（金）１４時

※抽選を行う場合は，１１月６日（月）までに郵送の書面でお知らせします。

５ 合格発表

平成２９年１１月１０日（金）１６時に附属幼稚園玄関に掲示するとともに，合格者には，同日郵

送でお知らせします。

なお，合否に関しての電話等による問い合わせには，一切応じません。

６ 入園手続

合格者の保護者あてに郵送する入園手続関係書類等を参照の上，入園手続を行ってください。

［参考］入園料及び保育料は，次のとおりです。ただし，料金については改定されることがあり

ます。

・入園料 ３１，３００円（入園時のみ１回）

・保育料 年額７３，２００円（前・後期分割納付の場合は，各期とも３６，６００円）

７ その他

(1) 出願書類は，平成２９年９月１日（金）から附属幼稚園において配付します。なお，郵送を

希望する場合は，封書の表に「幼稚園入園出願書類請求」と朱書し，１４０円切手貼付の返信

用封筒（角２）を同封の上，附属幼稚園へ請求してください。

(2) 提出書類に事実と反する記載があった場合は，入園許可後でも許可を取り消すことがありま

す。

(3) 修了後，附属小学校に入学を希望する者は，原則として連絡進学の扱いができます。

(4) 平成２９年９月６日（水）１３時３０分から，入園にかかわる説明会を附属幼稚園で行いま

すが，都合が合わない方については，別途説明を行うこともできます。説明会終了後，園見学

もできますので，お気軽においでください。

(5) 提出いただいた出願書類は，園児の選考を目的として，選考時のみ使用するものです。


